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お読みください
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私
山
田
は
、
市
長
の
政
治
姿
勢(

「
建
国
記
念
の
日
」
の
祝
賀
式
典
で
の
憲
法

改
正
発
言)

と
環
境
問
題
と
し
て
、
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
、
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
、
不
法
投
棄
、
電
気
式
生
ゴ
ミ
処
理
機
の
補
助
金
増
額
、
量
販
店
の
過

剰
包
装
、
学
校
で
の
環
境
教
育
に
つ
い
て
質
問
を
行
な
い
ま
し
た
。
そ
の
要
旨

を
報
告
い
た
し
ま
す
。

「
建
国
記
念
の
日
」
の
式
典
で
「
憲
法

を
タ
ブ
ー
視
せ
ず
、
大
い
に
議
論
す
べ

き
で
あ
り
、
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
必

要
な
見
直
し
も
す
べ
き
」
と
発
言
が

あ
っ
た
。

憲
法
の
前
文
で
「
民
主
主
議
」、「
国

際
平
和
主
義
」
と
「
主
権
在
民
主
義
」
そ

し
て
弟
9
条
で
「
戦
争
放
棄
」
を
う
た

い
世
界
に
誇
れ
る
憲
法
は
、
日
本
国
民

が
日
本
国
で
生
活
す
る
す
べ
て
の
権
利

を
保
障
し
、
私
た
ち
の
毎
日
の
生
活
と

切
り
離
せ
な
く
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
。今

の
憲
法
の
ど
こ
に
問
題
が
あ

る
の
か
、
又
必
要
な
見
直
し
と
は

何
を
さ
し
て
い
る
の
か
。

市
長
の
憲
法
を
尊
重
す
べ
き
公

職
の
立
場
に
あ
り
、
又
、
は
基
地
の

あ
る
街
、
平
和
を
愛
す
る
岩
国
市

民
の
代
表
で
あ
る
市
長
が
公
の
場

で
の
「
改
憲
発
言
」
は
重
大
な
問
題

だ
。

国
際
情
勢
が
不
安
定
な

中
、
国
家
、
国
民
を
守
る
た
め
に
は
、

防
災
や
災
害
救
助
等
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
自
衛
隊
は
、

の
た
め
の
戦
力
を
保
持
す
る
こ
と
は

必
要
で
あ
る
。

憲
法
を
タ
ブ
ー
視
せ
ず
、
国
際
紛

争
を
解
決
す
る
た
め
に
武
力
を
用
い
な

い
と
い
う
原
則
を
大
事
に
し
、
大
い
に

議
論
す
べ
き
と
考
え
る
。」
と
答
弁
。

私
、
山
田
は
市
民
の
代
表
で
あ
る
市

長
が
憲
法
を
守
る
立
場
に
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
公
式
の
場
で
の
改
正
発
言

は
重
大
な
問
題
だ
と
再
度
強
く
迫
り
ま

し
た
。

憲法　第 9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実
に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久
にこれを放棄する。
2　前項の目的を達するため、陸海軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

　       

計
画
の
白
紙
撤
回
を
求
め

　
　
　     

二
四
議
会
中
　
十
三
議
会
で
質
問

私
は
皆
さ
ん
に
議
会
に
送

り
出
し
て
い
た
だ
い
て
か
ら

平
成
十
七
年
三
月
議
会
ま
で

に
二
十
四
議
会
中
十
三
議
会

で
藤
生
地
区
の
産
業
廃
棄
物

最
終
処
分
場
建
設
計
画
に
つ

い
て
、
地
元
合
意
の
な
い
建
設

計
画
の
白
紙
撤
回
を
も
と
め
、

質
問
を
行
な
い
ま
し
た
。
　
　

　
三
月
二
十
四
日
の
東
部
環

境
保
全
セ
ン
タ
ー
の
理
事
会

で
「
地
元
の
理
解
に
勤
め
て

き
た
が
、
地
元
の
反
対
の
意

思
が
強
く
、
大
変
厳
し
い
状

況
か
ら
、
藤
生
地
区
の
最
終

処
分
場
整
備
は
断
念
す
る
」

と
結
論
を
出
し
ま
し
た
。
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岩
国
市
は
、
平
成
十
四
年
に
ゴ
ミ

袋
の
有
料
化
を
実
施
、
そ
の
後
、
ゴ
ミ

の
不
法
投
棄
や
焼
却
な
ど
が
目
立
っ

て
い
ま
す
。

　
ゴ
ミ
の
資
源
化
と
共
に
埋
立
処
分

量
の
削
減
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ゴ
ミ
問
題
を
中
心
に
質
問
を
し
ま

し
た
。（
質
問
項
目
と
答
弁
の
要
旨
を

記
載
）

　
利
用
度
や
人
員
配
置
の
問
題
を
考

慮
し
研
究
し
た
い
と
答
弁
。

　
粗
大
ゴ
ミ
に
つ
い
て
は
四
週
に
一

度
収
集
日
が
あ
り
、
個
別
収
集
を
行

な
っ
て
い
る
。

　
祝
日
の
う
ち
、
み
ど
り
の
日
、
憲

法
記
念
日
な
ど
の
七
日
は
受
け
入
れ

日
に
な
っ
て
い
る
。

　
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
に
合
わ
せ

て
持
込
を
。

　

 

学
校
に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
気
式

生
ゴ
ミ
処
理
機
で
は
調
理
中
に
出
る

野
菜
く
ず
や
児
童
・
生
徒
の
食
べ
残

し
な
ど
を
処
理
し
、
学
校
農
園
や
花

壇
等
の
肥
料
と
し
て
活
用
。
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
回
収
と
と
も
に
、
子
ど
も
た

ち
の
環
境
教
育
へ
の
意
識
啓
発
に
努

め
て
い
る
。

　
　

　道
路
の
沿
道
な
ど
に
レ
ジ
袋
に
入
っ

た
空
き
缶
や
弁
当
の
食
べ
残
し
な
ど

散
乱
。

　
昨
年
実
績
で
可
燃
物
５
３
０
Kg
，

不
燃
物
１
１
０
０
Kg
，
家
電
品
四

台
、
タ
イ
ヤ
四
本
、
バ
ッ
テ
リ
ー
六

個
等
回
収
。

　
不
法
投
棄
を
減
ら
す
た
め
に
巡
回

を
強
化
、
警
告
看
板
を
設
置
す
る
な

ど
啓
発
活
動
に
努
め
る
。

　　　
消
費
者
団
体
と
協
力
し
、
量
販
店

等
流
通
事
業
者
に
対
し
て
商
品
販
売

時
の
包
装
の
簡
素
化
や
ト
レ
イ
使
用

の
削
減
な
ど
の
協
力
を
要
請
。

　　
来
年
度
の
市
町
村
合
併
で
岩
国
市

の
額
に
統
一
。
申
請
の
増
加
が
見
込

ま
れ
る
。

　
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
つ
い

て
は
、
計
画
さ
れ
て
か
ら
、
十
八
年

た
っ
て
も
住
民
か
ら
理
解
を
得
ら
れ

な
い
。
早
急
に
再
検
討
す
る
よ
う
求

め
ま
し
た
。

　
結
果
は
、
一
面
に
掲
載
の
よ
う
に

計
画
を
断
念
し
ま
し
た
。

　　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ア
リ
は
二
〇
〇
二
年
夏
ご
ろ
住
民
か
ら
の

苦
情
が
寄
せ
ら
れ
は
じ
め
、
黒
磯
地
区
、
元
町
周
辺
、
岩
国

駅
前
等
六
地
区
で
発
見
。
特
に
黒
磯
地
区
で
は
大
量
に
繁

殖
、
家
の
中
や
農
作
物
に
も
被
害
が
出
て
い
る
。

　
黒
磯
地
区
で
は
、「
被
害
者
の
会
」
を
結
成
、
関
係
住
民
一

八
一
〇
名
の
署
名
を
そ
え
て
被
害
対
策
を
市
長
に
陳
情
し
ま

し
た
。

　
市
議
会
と
し
て
も
「
市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
国

及
び
県
と
の
連
携
を
密
に
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ア
リ
、
ク
ロ

ゴ
ケ
グ
モ
の
防
除
対
策
を
早
期
に
実
施
す
る
こ
と
を
強
く
も

と
め
る
」
よ
う
決
議
し
ま
し
た
。

アルゼンチンアリ
クロゴケグモ

　
平
成
六
年
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
「
市

長
を
囲
む
会
」
に
地
元
自
治
会
か
ら

「
市
道
認
定
」
を
す
る
よ
う
強
く
要
望

が
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
山
口
県
は
市
道
藤
生
町
3
号
線
と
県

道
上
久
原
・
藤
生
停
車
場
線
と
を
結
ぶ

道
路
が
綜
合
高
校
の
用
地
の
た
め
、
岩

国
市
に
道
路
部
分
を
買
い
取
る
よ
う
に

強
く
求
め
て
い
ま
し
た
。

　
平
成
十
三
年
三
月
議
会
で
「
市
道
認
定
」
を
求
め
、
そ
の

後
関
係
住
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
山
口
県
当
局
と
粘
り
強
い

交
渉
を
行
い
、
無
償
で
要
求
が
実
現
し
ま
し
た
。（
左
の
黒
い

線
・
市
道
藤
生
町
34
号
線
）

1 ｍｍ
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